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はじめに

近年、核家族化や共働き家庭の増加、児童虐待の問題
など、子どもと子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化
しており、家庭における子育ての負担や不安を和らげ、
子どもの成長と子育てを社会全体で支援していくことが
強く求められております。

また、少子化等による人口構造の変化は、年金、医療、
介護に係る経費など社会保障費用の増大を招くとともに、

経済成長への深刻な影響も懸念され、わが国が直面する喫緊の課題となっておりま
す。

このような中、国においては、幼児期の学校教育や保育、地域の子ども・子育て
支援の量的拡充や質の向上のため、平成27年度から子ども・子育て支援新制度を実
施し、待機児童解消に向けた保育の受け皿整備や幼児教育・保育の無償化に取り組
むほか、働き方改革を進めるなど、子育て支援施策の充実を図っております。

本市においては、平成27年３月に妊娠・出産期から切れ目のない、子ども・子育
て支援に関する総合的な計画として「鹿児島市子ども・子育て支援事業計画」（第
一期）を策定し、保育所等や児童クラブの整備、地域における子育て支援や母子保
健分野での取組拡充など、一定の成果を収めてきております。

そしてこの度、待機児童解消や児童虐待対応の体制強化など、さらなる子育て支
援施策を推進するため、「第二期鹿児島市子ども・子育て支援事業計画」を策定い
たしました。

今後とも、国、県をはじめ関係団体や子育て支援団体等と連携しながら、この計
画を着実に推進し、子どもを安心して生み育てることができる社会の構築を図ると
ともに、子どもたちが明るく健やかに成長し、子育てに喜びを感じられる環境づく
りに取り組んでまいります。「子育てをするなら鹿児島市」を実感していただける
ような子どもたちの笑顔があふれるまちづくりを実現してまいりますので、市民の
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

終わりに、この計画の策定にあたりまして、貴重なご意見やお力添えをいただき
ました子ども・子育て会議の委員の方々をはじめ、ニーズ調査やパブリックコメン
ト手続にご協力いただきました多くの市民の皆様、関係機関各位に心から感謝申し
上げます。

　令和２年３月
鹿児島市長　森　博幸
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Ⅰ　計画策定にあたって　 
１　計画策定の趣旨

急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化の中で、本市が永
続的に活気にあふれ、一人一人の子どもが健やかに成長できるまちであり続けるた
めには、総合的に子育て支援対策を図り、男女がともに、家庭を築き、子どもを生
み育てることに夢を持てる環境づくりを社会全体で進めることが必要となります。

国においては、子どもを生み育てやすい環境を整備するために、平成24年制定の
「子ども・子育て関連３法」に基づき、平成27年度から子ども・子育て支援新制度
を実施し、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援の量的拡充及び質
の向上を図っています。

本市においても、子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法に基づき、
子ども・子育て支援に関する総合的な計画として、平成27年３月に「鹿児島市子ど
も・子育て支援事業計画」（第一期）を策定し、様々な施策の推進に取り組んできた
ところです。

このような中、国は、「ニッポン一億総活躍プラン」などに基づく働き方改革や待
機児童解消に向けた保育の受け皿整備、「新しい経済政策パッケージ」に基づく幼児
教育・保育の無償化など、取組の充実を図っています。

このようなことから、本市においても、妊娠・出産期から切れ目ない、子ども・
子育て支援に関する総合的な計画として、「第二期鹿児島市子ども・子育て支援事業
計画」を策定します。

２　計画の対象・期間

⑴　子どもの範囲
この計画における子どもとは、18歳未満の者をいいます。
（子ども・子育て支援法第６条第１項に掲げる子ども）

⑵　計画の対象となる者
この計画は、子ども自身はもとより、その家族、地域、学校、企業、各種団体

など社会全体を対象とします。
⑶　計画の対象とする分野

この計画の対象とする分野は、福祉、保健、教育、医療、労働、住宅、都市計画、
生活環境など子育てにかかわる社会のあらゆる分野とします。

⑷　計画期間
この計画は、令和２年度から令和６年度までの５か年計画とします。
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Ⅱ　子どもと子育て家庭を取り巻く状況 
１　人口の推移

平成30年10月１日現在の鹿児島市の人口は597,193人です。平成27年の国勢調査の
結果によると、本市の人口は599,814人で、人口規模では全国で23番目、中核市で２
番目の都市になっています。

本市の人口の推移をみると、平成25年の607,604人をピークに、人口が減少してお
り、平成27年以降は、60万人を下回っています。

２　人口ピラミッド

平成27年国勢調査における本市の人口ピラミッドの形態は、昭和20年代前半と昭
和40年代後半のベビーブームの時期に出生数が多かったことを反映し、人口構成
としては２つのピークを形成しており、２段階の膨らみをもった「ひょうたん型」
に近い形となっています。また、19歳以下の人口は階級ごとに減少しており、将来、
親となる世代の全体数が減少していくことから、一層の少子化が懸念されます。
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３　出生数及び合計特殊出生率

本市の出生数は、平成17年の5,374人が平成29年には5,265人に、合計特殊出生率は、
平成17年の1.25が平成29年には1.45と、近年微増傾向にありますが、国の状況と同様
に低い水準であり、少子化が進行している状況です。

４　女性の就業率

女性の就業率は、平成22年と平成27年国勢調査ともに、25 ～ 29歳、及び45 ～ 49
歳をピークとするＭ字型を示していますが、35 ～ 39歳の就業率が6.0ポイント増加し
ているほか、ほとんどの年代で増加しており、全体的に底上げされていると思われ
ます。

平成２

年
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資料：かごしま市の保健と福祉

資料：国勢調査



Ⅲ　計画の基本的考え方　　 
１　基本理念

この計画は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとい
う基本的認識のもとに、次の３項目を基本理念として策定します。

⑴　社会の希望であり、未来をつくる存在である子どもたちが、明るく
健やかに成長できるような環境づくり

⑵　子どもを持ちたいと希望する人が安心して子どもを生み育てること
ができる社会づくり

  
⑶　子どもを育てている人が、子育てや子どもの成長に喜びや生きがい

を感じることができるような環境づくり

２　基本的視点

この計画は、次の８項目を基本的視点として策定します。

⑴　子どもの最善の利益を尊重する

⑵　子どもの育ちを支援する

⑶　利用者の立場に立つ

⑷　社会全体で子育て支援を行う

⑸　仕事と生活の調和の実現を目指す

⑹　地域における社会資源を効果的に活用する

⑺　サービスの質を向上させる

⑻　配慮が必要な子どもと家庭を支える
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Ⅳ　施策の展開　 

① 幼児教育・保育の提供のための基盤整備等

② 多様な保育サービス等の提供

③ 質の高い幼児教育・保育の確保

④ 幼児教育・保育に係る保護者負担の軽減

① 地域における子育て支援サービスの推進

② 子育て支援のネットワークによる情報発信、支援

③ 子どもの健全育成

④ 町内会や校区社会福祉協議会等への支援、連携

⑤ 民生委員・児童委員との協働

⑥ 市民団体や事業者等の自主的な活動の促進

① 妊娠・出産に係る正しい知識の普及・啓発

② 妊産婦・乳幼児に関する切れ目ない保健対策の充実

③ 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減

④ 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実と

健康教育の推進

⑤ 食育の推進

⑥ 小児保健医療の推進

⑦ 小児慢性特定疾病対策の推進

⑧ 不妊や不育症に悩む方に対する支援の充実

⑨ 指標及び目標一覧

① 次世代の親の育成

② 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備

③ 学校・家庭・地域の連携・協働による教育力の向上

④ 有害環境から子どもを守る対策の推進

① 良質な住宅の確保

② 良好な居住環境の確保

③ 安全な道路交通環境の整備

④ 安心して外出できる環境の整備

⑤ 犯罪等の被害から守るための環境の整備

（2）地域における子育て支援

（3）母性及び乳幼児等の健康

の確保及び増進

（4）子どもの心身の健やかな

成長に資する教育環境の整備

（5）子育てを支援する生活環境

の整備

（1）幼児教育・保育の充実

１　施策の体系
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① 市民や事業主への広報・啓発、情報提供

② 保育サービス等の提供のための基盤整備

① 子どもの交通安全を確保するための活動の推進

② 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

③ 被害に遭った子どもへの支援

④ 子どもの安心安全な生活を確保するための活動の推進

① きめ細やかな相談の実施

② 育児不安を抱える家庭への支援

③ 関係機関等との連携

④ 児童虐待防止の意識啓発及び通報先の広報

⑤ 児童虐待対応の体制強化

① きめ細やかな相談の実施

② 子育てや生活に関する支援

③ 就業に関する支援

④ 養育費の確保

⑤ 経済的な支援

① 障害の早期の発見及び対応の推進

② 障害のある乳幼児への保育の推進

③ 障害のある児童生徒への教育の推進

④ 障害のある子どもの生活の支援と社会参加の促進

⑤ 経済的な支援

① きめ細やかな相談の実施

② 緊急一時保護の実施及び自立への支援

③ 若年者へのＤＶ予防教育の実施

① 各種手当の支給

② 子どもやひとり親の医療費助成

③ 保育料等の軽減

④ 学校教育における助成

（6）職業生活と家庭生活との

両立の推進

（7）子どもの安全の確保

（8）児童虐待対策の推進

（9）ひとり親家庭の自立支援等

の推進

（10）障害のある子どもへの支援

（11）配偶者等からの暴力に

対する対策の推進

（12）子育てに対する経済的支援
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２　施策の概要

⑴　幼児教育・保育の充実
保育所等における一時預かりや延長保育、小児医療機関等における病児・病後

児保育等多様な保育サービスを提供することで、子育て家庭を取り巻く環境の変
化に対応します。また、保育士・保育所支援センターを運営するとともに、関係
機関と連携した意見交換会等の実施を通じ、保育士等を確保し、保育需要の増加
に対応します。

①　幼児教育・保育の提供のための基盤整備等
待機児童を解消するため、認可保育所等の整備を行い、保育士等確保対策と

して保育士・保育所支援センターの運営や関係機関との連携を図ります。
また、児童が安全に保育を受けられる環境の整備に努めます。

②　多様な保育サービス等の提供
保育所、幼稚園等における一時預かりや延長保育、小児医療機関等における

病児・病後児保育等を実施することで多様な保育サービスを推進します。
また、保育コーディネーターを配置し、保育を必要としている世帯の相談に

応じることで保育サービスの情報提供を行います。

③　質の高い幼児教育・保育の確保　
保育園協会、私立幼稚園協会への研修費、運営費等の補助を実施するとともに、

私立保育所、私立幼稚園等に対しても助成を行うなど、質の高い保育内容の確
保に努めます。

　  
④　幼児教育・保育に係る保護者負担の軽減

保育所等を利用する家庭に対し、幼児教育・保育の無償化を円滑に実施する
とともに、その対象とならない世帯に対しても保育料を軽減することで、子育
てに伴う経済的負担の軽減を図ります。
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⑵　地域における子育て支援
すべての子育て家庭への支援を行う観点から、子育てに関する相談や情報提供

を充実させるとともに、放課後等における子どもの健全育成など、地域における
様々な子育て支援サービスを推進します。また、町内会や子育てサークルをはじ
めとする市民団体の活動の支援など、地域社会における子育て支援のための施策
を実施します。

①　地域における子育て支援サービスの推進
すべての子育て家庭を支援するため、地域での様々な子育て支援サービスの

推進を図ります。

②　子育て支援のネットワークによる情報発信、支援
子育て支援のネットワークづくりをさらに進めるとともに、すこやか子育て

交流館を拠点として、地域の子育て支援サービスや子育て支援団体等の情報の
集積、市民への発信や子育て支援団体等の活動支援などを行い、子育て家庭の
不安感、孤立感の解消を図ります。

③　子どもの健全育成
核家族化の進展や、共働き家庭の増加と働き方の多様化など、子育てをめぐ

る環境が大きく変化している中、国の「新・放課後子ども総合プラン」も踏ま
え、子どもが健やかに育つ環境づくりを推進することで子どもの健全育成を図
ります。

④　町内会や校区社会福祉協議会等への支援、連携
町内会や校区社会福祉協議会、地域コミュニティ協議会、あいご会、老人ク

ラブなどの活動を支援するとともに、地域福祉ネットワークを推進するなど、
地域の活動団体との連携を図り、地域における見守り活動や子育て支援の推進
を図ります。

⑤　民生委員・児童委員との協働
民生委員・児童委員や主任児童委員と連携・協力して、地域の状況の把握に

努めるとともに、地域における子育て家庭への支援の推進を図ります。
また、民生委員・児童委員のさらなる資質向上を目的として研修等を行います。

⑥　市民団体や事業者等の自主的な活動の促進
子育てサークルの育成やにこにこ子育て応援隊、地域のボランティア等の活

動支援など、ボランティアや市民団体、事業者等の自主的な子育て支援活動を
促進します。
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⑶　母性及び乳幼児等の健康の確保及び増進
これまでの母子保健対策の成果を維持するとともに、低出生体重児の増加や10

代の妊娠中絶、性感染症の問題等への対策として、市民や関係機関・団体が一体
となって、安心して子どもを生み、ゆとりを持って健やかに育てるための家庭や
地域の環境づくりを進めていきます。

また、地域で母子が安心して生活できるよう、妊娠・出産・産後における切れ
目ない支援が提供される母子保健対策の強化に努めます。

①　妊娠・出産に係る正しい知識の普及・啓発
妊娠及び出産の経過に満足することが将来の良好な親子関係のスタートとな

ることから、妊娠・出産に係る正しい知識の普及・啓発に努めます。
ア　妊婦健康診査の重要性の普及啓発

妊娠中の健康管理や異常の早期発見のため、妊娠の早期届出や妊婦健康診査
の確実な受診を勧奨します。

イ　妊娠中の喫煙、飲酒等についての啓発
喫煙や飲酒をはじめ、感染症の予防、適切な食習慣と体重管理、休養、口腔

衛生の保持など、流早産予防や産後の健康管理に係わる情報提供に努めます。

②　妊産婦・乳幼児に関する切れ目ない保健対策の充実
妊娠期・出産期・新生児期及び乳幼児期における母子保健対策の充実に取り

組むとともに、各事業間や関係機関間の有機的な連携体制の強化により、切れ
目ない支援の提供に努めます。
ア　母親の視点から見て満足できる妊娠・出産の普及

母親や家族が自ら分娩方法を決めるために、母親の声や専門家の意見を踏ま
え、適切な情報提供をするなど、母親の視点に立って満足できる妊娠・出産の
普及に努めます。

イ　妊娠・出産・育児における切れ目ない支援
妊娠早期からの保健指導の実施とともに、妊娠・出産・育児にかかわる保健

や福祉サービスを推進し、切れ目ない支援が受けられるよう関係機関の連携を
強化します。

ウ　妊婦にやさしい環境づくり
女性の社会進出が進む中、妊娠・出産が安全で安心なものとなるような取組

を行います。また、公共施設での取組の推進やマタニティマークの普及啓発に
努めます。
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エ　妊産婦の心の支援
妊娠・出産・産後に生ずるストレスの軽減を図るため、妊娠中から産後にか

けて相談や訪問指導等の活用を促すとともに、医療機関等と連携を図りながら、
マタニティブルーや産後うつ病の早期発見など妊産婦の心のケアに努めます。

また、ハイリスク母子の訪問指導を推進します。

③　子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減
親子の愛着形成が図られ、子育てしやすい育児環境を確保するとともに、未

熟児など配慮の必要な子どもへ優先的に支援を行い、育児不安によるストレス
の軽減に努めます。
ア　父親と母親が育児を楽しめるための支援

親の育児不安、悩みを軽減するために、乳幼児の訪問指導・育児教室などの
開催を通して子育て意識の啓発や育児情報の提供に努めるとともに、発達段階
に応じた相談及び指導や心のケアの推進を図ります。
ア　きめ細やかな相談と育児に関する情報提供の実施

育児不安等を軽減し、母親が心身ともに健康で育児ができるようにきめ細
やかな相談や情報提供に努めます。

イ　仲間づくりの視点を取り入れた健康診査・教育の実施　
親同士の仲間づくりのきっかけになる健康診査や母子保健教育に努めます。

ウ　父親が参加しやすい「健康教室」の実施
父親が進んで参加することができる健康教室等を開催します。

イ　妊娠期からの児童虐待防止対策
健診等の未受診家庭（きょうだい児を含む）の状況を把握し、受診等に結び

つけるとともに、保健・福祉サービスの情報提供に努めます。また、妊娠の届
け出時面接や妊娠や産後の子育ての相談を受けた保健・福祉・医療機関等の情
報等から、養育支援が必要な妊婦を把握し、妊娠期から出産後の支援体制を整
えます。

ウ　子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり
母親が育児で孤立化することを防ぐため、父親や家庭、地域の育児能力を高

めることや、育児中の親に対して温かな声かけのできる取組を推進するなど、
社会全体で子どもの健やかな成長を見守り支えていく地域づくりに努めます。
ア　医療、保健、福祉、地域との連携

関係機関・団体等と連携を図りながら、子育て中の家庭を支援します。ま
た、関係機関の連携の有機化と地域ネットワークの構築・成熟に努めます。
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イ　地域における育児支援の推進
地域で活動している子育てグループ等を支援し、地域で子育てを支える環

境づくりに努めます。
ウ　母子保健にかかわる関係者の研修会の実施

母子保健関係者等への研修会を開催します。

エ　育てにくさを感じる親に寄り添う支援
育てにくさを感じる親が、育児に余裕と自信を持ち親としての役割を発揮で

きるよう、親や子どもの多様性を尊重し、それを支える社会を目指した支援に
努めます。 
ア　相談支援

育てにくさを感じる親が、「気づき」の段階から相談できるよう相談支援
体制の充実に努めます。

イ　同じ課題を持つ親への支援
育児に対する不安などを強く感じている保護者への相談会等を開催します。

ウ　養育支援を必要とする乳幼児の早期発見・早期支援
新生児訪問や医療機関等との連携により、養育支援を必要とする乳幼児の

早期発見に努め、関係機関と連携して早期支援につながるよう努めます。
エ　発達に気がかりがある子どもの早期発見・早期支援

発達に気がかりがある子どもの早期発見・早期支援のため、乳幼児健診等
を通じて把握し、関係機関との連携のもと、子どもの発達段階に応じた支援
に努めます。

オ　保育所・幼稚園等との連携
保育所・幼稚園等に通う、支援が必要な子どもに対して、より専門的な支

援につなげるため、巡回支援や訪問支援を行うとともに、発達支援事業所や
学校と連携するなど、子どものライフステージに応じた支援につながるよう
努めます。

④　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実と健康教育の推進
10代の性に関する健全な意識のかん養と、妊娠・出産や性感染症予防に関す

る正しい知識の普及や学校における性教育の推進を図るとともに、飲酒、喫煙、
薬物乱用に関する教育や、学童期・思春期から成人期に向けた心の問題等につ
いて、専門家による相談の推進を図ります。
ア　思春期の健康づくりと性教育の環境整備

社会環境を考慮し、子どもの健康と性に関する教育の推進、家庭における思
春期学習や親子の対話が進むよう、保護者へ情報の提供を行います。
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ア　生と性（命の大切さ、妊娠出産のしくみ、避妊、性感染症）の教育の推進
子どもの発達段階に応じて、命の大切さや人間尊重の精神などに基づく性

教育を推進し、妊娠・出産についての正しい知識の普及啓発に努めるととも
に、保健・医療従事者等による専門的な指導や講演会を実施します。

イ　健康な生活習慣が身につくための情報の提供
飲酒、喫煙、薬物乱用防止のための教育や身体の健康について、正しい情

報を提供します。

イ　思春期相談の推進
思春期の心、体の成長に伴う悩みなどの相談や性感染症とその早期発見・治

療のための相談の推進を図ります。

ウ　市民や関係機関への情報の提供と協力体制の構築
医療機関等との連携を図り、相互学習や定期的な情報交換の場を持つととも

に、人材育成を図ります。

⑤　食育の推進
「第三次かごしま市食育推進計画」に基づき、健全な食生活・食習慣、食の

安全などの施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、妊娠期及び乳幼児期
から思春期まで発達段階に応じた食に関する指導を実施し、心と身体の健康づ
くりを推進します。

⑥　小児保健医療の推進
安心して子どもを生み、健やかに育てることができるように、乳幼児突然死

症候群（ＳＩＤＳ）予防対策や予防接種の推進、歯科口腔保健の推進など、小
児保健医療水準の向上に努め、疾病や障害の早期発見・対応を図ります。
ア　小児保健医療水準の向上

周産期を含む小児期全般にわたる医療体制の整備に努めるとともに、保護者
の医療費負担の軽減を図ります。
ア　小児保健医療体制の整備

救急医療など小児医療の推進に努めるとともに、医療体制の整備を図りま
す。また、乳幼児健康診査における育児支援の強化、関係機関との連携を図
ります。

イ　医療費負担の軽減
養育医療費等の給付や保険診療による医療費の一部を助成します。
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イ　乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）予防対策の推進
家庭や地域が一体となってＳＩＤＳ予防のための取組を推進します。

ウ　予防接種推進への取組
予防接種による免疫効果や安全性等の情報を提供するとともに、予防接種の

勧奨に努めます。

エ　不慮の事故防止対策への取組
子どもの不慮の事故防止のための啓発に努めます。

オ　歯科口腔保健の推進
妊婦及び乳幼児期から思春期まで発達段階に応じた歯や口の健康維持に関す

る指導及び啓発に努めます。

⑦　小児慢性特定疾病対策の推進
小児慢性特定疾病医療費助成事業を着実に推進し、親が抱える不安の解消に

努めるとともに、慢性疾病を抱える子ども及びその家族が安心して暮らせる地
域社会の実現に努めます。
ア　保護者の医療費負担の軽減

小児慢性特定疾病の医療費を給付します。

イ　小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の取組
慢性疾病を抱える子どもやその家族その他の関係者からの相談に応じ、必要

な情報の提供及び助言を行うとともに、慢性疾病を抱える子どもの自立支援の
ため必要な事業に取り組みます。

⑧　不妊や不育症に悩む方に対する支援の充実
特定不妊治療、不育症治療に要する費用の助成を実施するとともに、不妊専

門相談センターにおいて、不妊治療・不育症に関する相談の推進を図ります。
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⑨　指標及び目標一覧

ＮＯ 指　　標 平成 30 年度 令和 6 年度
（目標値）

１ 妊娠中の妊婦の喫煙率 2.2％ 0.0％

２ 妊娠・出産について満足している親の割合 86.8％ 88.0％

３ 積極的に育児をしている父親の割合 62.3％ 70.0％

４ 乳幼児揺さぶられ症候群を知っている親の割合 96.7％
（※２） 100.0％

５ この地域で子育てをしたいと思う親の割合 95.3％ 96.0％

６ 育てにくさを感じた時に何らかの解決方法を知
っている親の割合 85.4％ 95.0％

７ 十代の人工妊娠中絶率（※１） 9.4 6.5

８ むし歯のない３歳児の割合 81.7％ 90.0％

※１ 　分母に15 ～ 19歳の女子人口、分子に15歳未満を含めた「人工妊娠中絶件数」を用いて計算
　　（女子人口千対）
※２　令和元年度実績
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⑷　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

子どもがそれぞれの発達の段階において、心身の健やかな成長ができるように、
教育環境の整備に努めます。

また、「豊かな心」、「健やかな体」、「確かな学力」を身に付け、個性あふれる子
どもを育てるとともに、信頼される開かれた学校教育の充実に努めます。

さらに、子どもに豊かな体験の場を提供し、子ども同士の集団形成を支え、社
会性を培うような施策を推進します。

※以下、記載されている「学校」は、幼稚園を含みます。

①　次世代の親の育成
男女が協力して、家庭を築き、子どもを生み育てることに夢を持てる社会の

形成につながるような学習機会を提供するとともに、意識啓発に努めます。

②　子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備
各学校が特色ある教育活動を展開する中で、「確かな学力」、「豊かな心」、「健

やかな体」の調和の取れた「生きる力」の育成を図るとともに、個性を伸ばす
教育を推進します。
ア　確かな学力の育成

児童生徒に、基礎的な知識・技能を確実に習得させるとともに、これらを活
用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育み、「確か
な学力」を育成します。

また、分かる・できる授業を推進するために、個に応じた指導や小・中学校
の連携、情報教育、国際理解教育の充実を図ります。

イ　豊かな心の育成
心豊かな児童生徒を育むため、学校で行われる授業の公開や自然体験、伝

統・文化体験、社会体験を通して、学校や家庭、地域社会との三者連携を図り
ながら、道徳教育を推進します。

また、いじめや不登校等の生徒指導上の問題解決のために、きめ細やかな相
談体制の充実に努めます。
　

ウ　健やかな体の育成
幼児期における遊びや運動を一層奨励・推進するとともに、児童生徒が生涯

にわたって積極的にスポーツに親しむ習慣や能力、態度を育成するため、優れ
た指導者の育成・確保、指導方法の工夫・改善等が図られるように努めます。

また、運動や体力つくりの生活化を進めるとともに、運動部活動も外部指導
者や地域との連携を推進します。
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さらに、幼児期からの健康教育を奨励・推進することで、児童生徒が生涯に

わたって心身の健康を保持するために必要な知識や適切な生活習慣等を身に付
けることができるよう努めます。

エ　信頼される学校づくり
自己評価及び保護者や地域住民等による学校関係者評価を実施し、その結果

を公表するとともに、保護者や地域住民からの理解と参画を得ながら、学校・
家庭・地域の連携協力による、開かれた、信頼される学校づくりを推進します。

また、教職員の資質の向上を図るとともに、教育環境の整備に努めます。

③　学校・家庭・地域の連携・協働による教育力の向上
学校・家庭・地域がそれぞれの役割・責任を自覚し、連携・協働するととも

に、家庭や地域の教育力を高め、社会全体の教育力の向上に努めます。

ア　家庭の教育力の向上
家庭教育に関するさまざまな情報提供に努め、子育てに関する悩みを気軽に

相談できる体制づくりを進めます。
また、子育てに関する学習機会や情報の提供、相談、専門的人材の養成や父

親の家庭教育への参加促進など家庭教育に関する総合的な取組を関係機関と連
携して行うとともに、子どもの望ましい基本的な生活習慣を育成するための環
境整備に努めます。

イ　地域の教育力の向上
多様で高度な市民の学習ニーズや学習相談に適切に対応できるように、市内

全域を学びの場として捉え、地域住民や関係機関との連携を図り、学習機会の
一層の推進に努めます。

また、学校と地域とのパートナーシップの下に、学校支援ボランティア事業
など地域で学校を支える体制づくりの推進、農業体験や自然体験などの多様な
体験活動の機会の積極的な提供等により、地域の教育力の向上を図ります。

④　有害環境から子どもを守る対策の推進
非行の防止と早期発見のために、相談活動や補導活動の推進を図るとともに、

雑誌やテレビ、携帯電話等を介したインターネット上の性や暴力等の有害情報
やいじめに対し、関係機関・団体、地域住民等と連携・協力をして、取組を進
めます。
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⑸　子育てを支援する生活環境の整備

子育て世帯の住宅の確保を図るため、市営住宅の整備や安心な住まいづくり、
子どもの遊びの場の確保など、住みよい環境づくりに努めます。また、安心して
子どもと外出ができるように、道路や公共交通機関、建築物等のバリアフリー化
を推進するとともに、子どもを犯罪等の被害から守るための整備を支援します。

①　良質な住宅の確保
建替等にあたっては、家族構成に応じた多様な市営住宅の整備に努めます。

また、子どものいる世帯に対する市営住宅における優先入居等を実施します。

②　良好な居住環境の確保
子育て世帯が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができる

よう、安心な住まいづくりや、環境負荷の軽減に配慮した住まいづくり、子ど
もの遊び場の確保など住みよい環境づくりに努めるとともに、地域活動の活性
化を図ります。

③　安全な道路交通環境の整備
すべての人々が、安全かつ快適に歩行や移動ができ、さまざまな社会活動等

に参加できるよう、歩道の段差解消や勾配の緩和等バリアフリーやユニバーサ
ルデザインに配慮した道路の整備に努めます。

④　安心して外出できる環境の整備
妊産婦、乳幼児連れ等全ての人が安心して外出できるよう、バリアフリーの

まちづくりを推進するとともに、公共施設等における多目的トイレや授乳室等
の整備促進に努めます。

⑤　犯罪等の被害から守るための環境の整備
犯罪を未然に防止するため、町内会等が行う防犯灯や街頭防犯カメラの整備

を支援し、犯罪のない明るく住み良いまちづくりに努めます。
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⑹　職業生活と家庭生活との両立の推進

保育サービスや放課後児童健全育成事業等、多様な働き方に対応した子育て支
援を推進するとともに、労働者、事業主、地域住民等の意識改革を図るための広
報・啓発、情報提供を積極的に推進します。

①　市民や事業主への広報・啓発、情報提供
仕事と生活の調和の実現に向けて、国、県、関係団体等と連携をとりながら、

労働者、事業主、地域住民等の意識改革を図るための広報・啓発、情報提供に
努めます。

②　保育サービス等の提供のための基盤整備
待機児童解消策や放課後児童健全育成事業の積極的な推進等、多様な働き方

に対応した子育て支援を推進します。
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⑺　子どもの安全の確保

子どもを交通事故や犯罪等から守るため、警察、保育所、幼稚園、学校、関係
団体等との連携・協力体制の強化を図るとともに、セーフコミュニティに取り組
み、子どもたちが安心安全に暮らせるまちづくりを推進します。

また、子どもが自らの安全を守る能力を育てる安全教育の充実を図るほか、い
じめ、児童虐待、犯罪等の被害に遭った子どもへの支援を行います。

①　子どもの交通安全を確保するための活動の推進
運転者、歩行者等の道路利用者に対する交通法令等の遵守や、交通マナーや

モラルの向上など交通安全意識の高揚に努めます。
ア　交通安全教育の推進

子どもに対して、事故の実態やその年代に応じた交通安全教育の徹底に努め
るとともに、保護者に対して、チャイルドシートの着用効果及び着用方法につ
いての正しい理解を求め、正しい着用を促進します。

また、自転車の正しい乗り方、マナーの指導や自転車乗車時のヘルメットの
着用及び幼児同乗用自転車の幼児用座席におけるシートベルトの着用の推進に
努めます。

イ　登校・登園時等の交通安全の確保
児童通学保護員を配置して、登校・登園時における子どもの保護誘導と通行

方法の指導を行います。また、未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動
する経路等の安全確保に努めます。

②　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
市民一人ひとりの防犯など様々な危険に対する意識の高揚・啓発や学校付近、

通学路等の安全対策を推進します。

③　被害に遭った子どもへの支援
いじめ、児童虐待、犯罪等の被害に遭った子どもの精神的ダメージを軽減し、

立ち直りを支援する取組を実施します。

④　子どもの安心安全な生活を確保するための活動の推進　
安心安全まちづくり条例に基づき、地域住民、行政、関係団体などが協働して、

より積極的に安全性向上のための取組を進めるとともに、セーフコミュニティ
の取組の評価・検証を行いながら、継続して事故やけがの予防に取り組むなど、
子どもの安心安全な生活を確保するための活動を推進します。
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⑻　児童虐待対策の推進

虐待の背景は多岐にわたることから、児童虐待を防止し、すべての子どもの健
全な心身の成長、ひいては社会的自立を促していくため、発生予防から早期発見・
早期対応、保護・支援・アフターケアに至るまでの切れ目のない総合的な支援を
図ります。

また、児童相談所の設置などの検討を進め、児童虐待対策の体制強化を図ります。

①　きめ細やかな相談の実施
児童虐待に関する相談について、家庭児童相談室での相談や育児支援事業に

よる各種相談など、きめ細やかな相談の実施により、保護者に対する適切な助
言・指導を行うとともに、継続的な見守りを行うなど、再発の防止に努めます。

②　育児不安を抱える家庭への支援
育児に対する不安等の養育上のストレスなどを抱えている保護者への助言・

指導を行うとともに、発生予防・早期発見等に努めます。
また、保健師などの家庭訪問や子育てサークルへの参加を勧めることなどに

より、子育て家庭が孤立しないように努めます。

③　関係機関等との連携
要保護児童対策地域協議会において、県中央児童相談所などの関係機関・団

体との連携を図り、早期発見・早期対応に努めるとともに、必要に応じ、虐待
を受けた子どもの保護を図ります。

また、民生委員・児童委員や保育所・幼稚園・認定こども園などの地域との
連携により、児童虐待の恐れのある親子を見守り、支援します。

④　児童虐待防止の意識啓発及び通報先の広報
児童虐待についての認識を高めるよう意識啓発を図るとともに、虐待が疑わ

れたときの通報先などに関する広報・啓発に努めます。

⑤　児童虐待対応の体制強化
児童相談所の設置など、児童虐待対応の体制強化の取組を進めます。
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⑼　ひとり親家庭の自立支援等の推進

ひとり親家庭の自立と就業の支援に主眼を置き、子育てや生活支援策、就業支
援策及び経済的支援策について総合的な対策の実施を図ります。

①　きめ細やかな相談の実施
ひとり親家庭の悩み等へのきめ細やかな相談を実施します。

②　子育てや生活に関する支援
ひとり親家庭の自立を支援するため、家庭生活支援員の派遣を行うとともに、

互いに情報交換・交流ができる場の提供等により、子育てや生活の支援を行い
ます。

③　就業に関する支援
雇用の促進を図るため、就業相談や就労のための講習会等を実施するととも

に、就業支援の実施にあたっては、公共職業安定所等と十分に連携し、効果的
な実施に努めるなど各面から支援を行います。

④　養育費の確保
養育費支払いについての社会的気運の醸成や養育費についての取決めの促進

を図るために、広報・啓発に努めます。
　

⑤　経済的な支援
児童扶養手当をはじめとする各種手当、医療費の助成、各種貸付制度等により、

ひとり親家庭に対する経済的な支援を行います。
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⑽　障害のある子どもへの支援

乳幼児・就学前・就学中など成長の各段階における、早期の発見・相談、療育・
援助など、障害のある子どもたちと保護者に対する、切れ目ない、きめ細かい支
援により、障害のある子どもたちが、その特性に応じた能力を十分に発揮できる
よう、福祉サービス等の充実と、社会環境の整備に努めます。

①　障害の早期の発見及び対応の推進
妊婦及び乳幼児健康診査や各種相談等の推進に努めるとともに、保健・医療・

福祉の連携を図り、障害の早期発見、早期治療や療育、保護者の支援等に努め
ます。

②　障害のある乳幼児への保育の推進
障害児通所支援事業所、保育所、幼稚園等において、障害児保育を推進します。

③　障害のある児童生徒への教育の推進
発達障害などの障害のある子どもについて、適切な教育を行います。

④　障害のある子どもの生活の支援と社会参加の促進
障害のある子どもとその家族の在宅生活の質の向上と福祉の増進を図るため、

補装具・日常生活用具の給付等を実施するとともに、介護をする家族の負担軽
減を図るため、家庭へのホームヘルパーの派遣や施設での短期入所を実施します。

また、障害のある児童生徒が、放課後や夏休み等の長期休業中に安心して過
ごせるような活動を推進、支援するとともに、障害の状況に対応した情報の提
供や友愛パスの交付などにより社会参加を促進します。

さらに、医療的ケアを必要とする子どもが適正な支援を受けられるように、
保健、医療、福祉などの分野の支援機関の連携を促進します。

⑤　経済的な支援
障害の状況に応じ手当を支給するとともに、医療費を助成するなど福祉の増

進を図ります。
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⑾　配偶者等からの暴力に対する対策の推進

ＤＶや、それが子どもに与える影響について正しい認識を持つための啓発に努
めるとともに、相談窓口について広報・周知を図ります。

また、関係機関と密接に連携して、被害者やその子どもが心身を回復し、生活
を再建できるよう支援する体制を整えます。

　
①　きめ細やかな相談の実施

ＤＶや、それが子どもに与える影響について正しい認識を持つための広報・
啓発に努めます。

また、関係機関と密接に連携し、きめ細やかな相談の実施により、早期発見・
早期対応に努めます。

②　緊急一時保護の実施及び自立への支援
母子が配偶者等からの暴力により、緊急一時的に保護を必要とする場合に、

一時保護を行うとともに、暴力を受けた母子の自立を促進するために、母子の
生活の場を提供し、社会的復帰に向けて、助言・指導を行います。

また、暴力を受けた母子のカウンセリングを行うなど、精神的な支援に努め
ます。

③　若年者へのＤＶ予防教育の実施
予防教育などの学習機会を通して子どもたちにＤＶやデートＤＶ（交際相手

等からの暴力）についての正しい情報を提供するとともに、子どもたちがお互
いの人権を尊重して男女は対等な関係であることを理解し、ＤＶの被害者にも
加害者にもならないようにするための環境づくりに努めます。
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⑿　子育てに対する経済的支援

各種手当の支給や医療費の助成、保育料の軽減等を図り、子育て家庭に対する
経済的支援や、ひとり親家庭の自立に向けた日常生活支援に努めます。

①　各種手当の支給
子育て家庭の保護者を支援するため、各種手当を支給します。

②　子どもやひとり親の医療費助成
子どもやひとり親家庭に対して、医療費の一部を助成します。

③　保育料等の軽減
保育所等を利用する家庭に対し、幼児教育・保育の無償化を円滑に実施する

とともに、その対象とならない世帯に対しても保育料を軽減することで、子育
てに伴う経済的負担の軽減を図ります。

④　学校教育における助成
義務教育における学用品等の費用の一部を助成するとともに、高等学校等の

生徒に対する奨学金の貸与を行います。
また、教職員の研修、教材等の充実を図るため、私立高等学校に助成します。
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Ⅴ　教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制 
　国及び県等と連携し、幼児期の質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業
が適切に提供されるよう、計画的に提供体制を確保するとともに、その利用を支援する
ため、それぞれの家庭や子どもの状況に応じ、子ども・子育て支援給付を保障するとと
もに、地域子ども・子育て支援事業を実施し、妊娠・出産期から切れ目ない支援を行い
ます。

１　提供区域

「子ども・子育て支援法第61条」により、地理的条件、人口、交通事情その他の
社会的条件及び教育・保育施設の整備状況等を総合的に勘案して 「教育・保育提供
区域」を設定することが義務付けられていることから、次のとおり「教育・保育」
及び「地域子ども・子育て支援事業」の提供区域を定めます。

■　教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園） 14区域
■　地域子ども・子育て支援事業

□　延長保育事業 市内全域

□　放課後児童健全育成事業 小学校区域

□　子育て短期支援事業 市内全域

□　乳児家庭全戸訪問事業 市内全域

□　育児支援家庭訪問事業 市内全域

□　地域子育て支援拠点事業 14区域

□　一時預かり事業 14区域

□　病児・病後児保育事業 市内全域

□　ファミリー・サポート・センター事業 市内全域

□　妊婦健康診査・健康相談事業 市内全域

□　利用者支援事業（基本、特定、母子保健型） 市内全域
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２　教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期

保護者の就労状況及びその変化等のみならず、子どもの教育・保育施設の利用状
況及び利用希望を踏まえ、需給バランスを勘案しながら提供体制を確保していきま
す。

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 680 ▲ 522 ▲ 477 ▲ 464 ▲ 479 ▲ 571

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ― ―

【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】 【1号】

【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】
【2号】

教育ﾆｰｽﾞ
【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

▲ 479 ▲ 571 ▲ 479 ▲ 571 ▲ 565 ▲ 581

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
― ―

地域型保育事業 ― ―

【参考】 元年度実績

【3号】

２年度 ３年度 ４年度

【3号】 【3号】

①量の見込み

【3号】

―

確

保

必

要

数

― ― ―

― ― ― ― ―

②確保方策

５年度 ６年度

②－①

【3号】 【3号】

②－①

②確保方策

①量の見込み

確

保

必

要

数

― ―

― ― ― ―

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

【参考】満３歳未満の子どもの保育利用率

「量の見込み」 幼稚園・保育所等の利用状況等から見込まれる教育・保育を必要とする子どもの数

【２号】（教育ニーズ）：幼稚園等を希望する子どもうち、預かり保育を利用する子どもの数

「確 保 方 策」 【１号】、【２号】（教育ニーズ）：幼稚園・認定こども園の利用定員（＊）

【２号】、【３号】：保育所・認定こども園の利用定員、企業主導型保育施設（地域枠）の定員

（＊利用定員：各施設ごとに、認可定員の範囲内で認定区分ごとに設定した数）

「確保必要数」 「量の見込み」に対する「確保方策」の不足に対応する確保の内容とその必要数

※本市では教育・保育施設（幼稚園、保育所、認定こども園）により確保することとする。

（単位：人）
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　幼稚園、保育所、認定こども園などの利用を希望される保護者の方は、利用の
ための認定を受けていただき、以下の３つの認定区分に応じて利用先が決まって
いきます。
【１号認定】子どもが満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合

 利用先    ：幼稚園、認定こども園
【２号認定】子どもが満３歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育所等での

保育を希望される場合
 利用先  ：保育所、認定こども園

【３号認定】子どもが満３歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育所等での
保育を希望される場合
 利用先  ：保育所、認定こども園



 
３　地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期

地域子ども・子育て支援事業についても、現在の利用状況及び利用希望を踏まえ、
次のとおり量を見込み、提供体制を確保していきます。

①量の見込み 8,616人 8,705人 8,770人 8,770人 8,770人

②　確保方策 8,616人 8,705人 8,770人 8,770人 8,770人

②－① 0人 0人 0人 0人 0人

①量の見込み 7,937人 8,336人 8,718人 9,123人 9,425人

②　確保方策 7,828人 8,336人 8,718人 9,123人 9,425人

②－① ▲ 109人 0人 0人 0人 0人

①量の見込み 491人日 488人日 484人日 481人日 478人日

②　確保方策 491人日 488人日 484人日 481人日 478人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 7人日 7人日 7人日 7人日 7人日

②　確保方策 7人日 7人日 7人日 7人日 7人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 5,027人 4,949人 4,880人 4,814人 4,751人

②　確保方策 5,027人 4,949人 4,880人 4,814人 4,751人

②－① 0人 0人 0人 0人 0人

①量の見込み 380人 374人 369人 364人 359人

②　確保方策 380人 374人 369人 364人 359人

②－① 0人 0人 0人 0人 0人

①量の見込み 355,403人日 350,084人日 344,814人日 337,631人日 333,546人日

②　確保方策 355,403人日 350,084人日 344,814人日 337,631人日 333,546人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 355,723人日 345,051人日 334,699人日 334,699人日 334,699人日

②　確保方策 355,723人日 345,051人日 334,699人日 334,699人日 334,699人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 78,680人日 80,993人日 83,326人日 85,679人日 88,050人日

②　確保方策 78,680人日 80,993人日 83,326人日 85,679人日 88,050人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 9,322人日 9,322人日 9,322人日 9,322人日 9,322人日

②　確保方策 9,446人日 9,446人日 9,446人日 9,446人日 9,446人日

②－① 124人日 124人日 124人日 124人日 124人日

①量の見込み 5,142人日 5,262人日 5,380人日 5,520人日 5,651人日

②　確保方策 5,142人日 5,262人日 5,380人日 5,520人日 5,651人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 61,033回 58,717回 56,487回 54,344回 52,274回

②　確保方策 61,033回 58,717回 56,487回 54,344回 52,274回

②－① 0回 0回 0回 0回 0回

①量の見込み 4か所 4か所 5か所 5か所 5か所

②　確保方策 4か所 4か所 5か所 5か所 5か所

②－① 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

①量の見込み 4か所 4か所 4か所 4か所 4か所

②　確保方策 4か所 4か所 4か所 4か所 4か所

②－① 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

①量の見込み 5か所 5か所 5か所 5か所 5か所

②　確保方策 5か所 5か所 5か所 5か所 5か所

②－① 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

※放課後児童健全育成事業の（参考）は、令和元年度（5月1日現在）の実績

※単位「人日」は、年間延べ利用人数

保育コーディネーター配置事業
（利用者支援事業特定型分）

利用者支援に関する事業
（利用者支援事業母子保健型分）

子育て短期支援事業

№

4か所

5か所

放課後児童健全育成事業

乳児家庭全戸訪問事業

育児支援家庭訪問事業

地域子育て支援拠点事業

一時預かり事業
（幼稚園型）

一時預かり事業
（幼稚園型を除く）

病児・病後児保育事業

ファミリー・サポート・
センター事業

妊婦健康診査・健康相談事業

利用者支援に関する事業
（利用者支援事業基本型分）

75,002人日

3か所

8,474人日

4,882人日

64,159回

360,409人日

333,386人日

409人

延長保育事業 7,991人

※7,666人

ショート
ステイ

516人日

トワイ
ライト

3人日

5,310人

事業名 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
 (参考）
H30実績
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４ 　子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該

教育・保育の推進等に関する体制の確保の内容

⑴　認定こども園の設置数、設置時期その他認定こども園の普及に係る考え方
子ども・子育て支援新制度では、教育と保育を一体的に行う施設として認定

こども園の普及を図ることとしています。
認定こども園は、保護者の働いている状況に関わりなく利用でき、保護者の

就労状況が変わった場合でも通い慣れた園を継続して利用できるという特長が
あります。

そのため、確保方策が不足する地域にあっては、需要と供給のバランスを考
慮しつつ、幼稚園・保育所から幼保連携型認定こども園への移行を進めます。

また、幼稚園型認定こども園については、教育時間終了後に預かり保育を利
用する子どもの保育需要に対応できることから、基準を満たす場合、認定する
こととします。

⑵　質の高い教育・保育、地域の子育て支援の役割及びその推進方策
子ども・子育て支援新制度は質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の提供を通じて、全ての子どもが健やかに成長できるように支援するも
のです。

そのため、幼稚園教諭・保育士・保育教諭等の処遇改善、業務負担軽減など
の労働環境への配慮、教育・保育等を行う者に対する適切な指導監督・評価等
の実施、教育・保育施設における自己評価等を通じた運営改善、及び保育・幼
稚園関係団体への助成を通じた研修の充実等による資質の向上など、質の高い
教育・保育等に向けた各種施策を推進します。

⑶　教育・保育施設等と小学校との連携
認定こども園、幼稚園、保育所と小学校等との円滑な接続を推進する観点から、

子どもの育ちを小学校につなぐために、幼・保・小連絡会等を通じ、小学校と
の連携の推進に努めます。

⑷　子育てのための施設等利用給付の円滑な実施
子育てのための施設等利用給付の実施に当たっては、公正かつ適正な支給の

確保、保護者の経済的な負担軽減に加え、保護者の利便性の向上及び施設の事
務負担軽減等の観点を踏まえ、支給の方法や回数など、事務を適切に実施します。

また、特定子ども・子育て支援施設等の確認や指導監査などの事務について
は、県や事業者とも連携し、適正な事務の実施に努めます。
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Ⅵ　計画の推進にあたって　　 
この計画は、次代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援することにより、

一人一人の子どもが心身ともに健やかに育つための環境を整備することを目的とし
ています。

このため、行政が子ども・子育て支援を質・量ともに充実させるとともに、家庭、
学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、子ども・
子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々が協働し、それぞれの役割を
果たすことが重要です。

以下は、各主体における取組の基本的方向を示したものです。

⑴　行政の役割
本市は、幼児期の学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援並びに、次

世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進する役割を担います。個々の施策
は、それぞれの担当課や学校、幼稚園、保育所や保健センターなどが連携して実
施することから、計画を総合的に展開していくために、庁内に推進委員会を設置
し、個々の施策の進捗状況の把握と施策間の調整等を行います。また、学識経験
者や保育・教育関係者等の市民による子ども・子育て会議を設置し、毎年度計画
に基づく実施状況等について点検・評価を行い、計画の推進に反映させるととも
に、その結果を公表します。

なお、教育・保育施設等の利用状況が計画における量の見込みと大きく乖離が
生じる場合などは、計画期間の中間年度（令和４年度）を目安として、計画の見
直しを行います。

⑵　家庭の役割
保護者は、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、

家庭が子どもの人格形成、基本的生活習慣の確立にとって重要な役割と責任を
持っていることを認識することが必要です。

この認識のもと、子どもとのスキンシップを深め、明るい家庭を築くとともに、
子どもの発達段階に応じた適切な家庭教育を行うよう努めることが重要です。

また、男女を問わず子育てに向き合い、さらに地域の人々とのつながりを持ち、
地域社会に参画し、連携し、地域の子育て支援に役割を果たしていくことも重要
です。

⑶　地域の役割
子どもは地域社会とのかかわりや地域の活動に参加することなどにより社会性

を身に付けて成長していくことから、町内会や市民団体、企業などさまざまな主
体が活動する中で、すべての子どもが、地域の人々との交流を通じて健全に成長
できるような環境づくりに取り組むことが必要です。
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⑷　企業・職場の役割

子育て中の労働者が男女を問わず子育てに向き合えるよう、職場全体の長時間
労働の是正、労働者本人の希望に応じた育児休業や短時間勤務を取得しやすい環
境づくり、職場復帰支援等の労働者の職業生活と家庭生活との両立（ワーク・ラ
イフ・バランス）が図られるような雇用環境の整備を行うことが求められます。

このため、企業・職場自体が、職場の意識や職場風土の改革とあわせ、働き方
の見直しに取り組むことが必要です。

⑸　各種団体の役割
社会全体で子育て中の家庭を支え、子どもの「自ら育とうとする力」を伸ばす

ためには、行政だけでなく、地域社会で活動している多くの団体が、行政や市民
と連携し、互いに補いながら子どもの健全な成長を支援することが必要です。
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